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新年明けましておめでとうございます。
　皆様方には、輝かしい新年を迎えられた
ことと心よりお慶び申し上げます。
　平素は、当センターが取り組んでおりま
す公益事業各般にわたり、多大なるご支援
とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　特に賛助会員の皆様におかれましては、
コロナ禍における諸問題や、ロシアによる
ウクライナ侵攻に伴う厳しい経済状況下に
あっても、当センターの財源確保に特別の
ご支援を頂くと共に、平素から暴力団排除
活動を積極的に実践していただき、心から
感謝申し上げます。
　さて、当センターは、平成3年4月1日、
全国で6番目に財団法人として設立されまし
た。以来、30年が経過し、その間、警察、
弁護士会をはじめ関係機関・団体と緊密な
連携のもと、着実に発展し、安全で住み良
い地域社会の実現に貢献して参りました。
　暴対法施行以来、暴力団勢力につきまし
ては、全国、県内ともに減少の一途を辿っ
ており、県内においては、暴力団同士の対
立抗争や発砲事件の発生もなく、平穏を保っ
ているかのように見えておりますが、依然
として県内には、約50組織、640人の暴力
団勢力を把握しており、組員達は、非合法

的な手段・方法を駆使して、資金を調達し、
平然と日常生活を送っているのであります。
　さらに、気がかりなのは、暴対法が適用
されない反社会的勢力の台頭であり、組織
実態の潜在化・不透明化、特にオレオレ詐
欺等を含めた資金調達の巧妙化であります。
　そのため、皆様方におかれましては、個
人でも職場でも、決して気を緩めることな
く、暴力団等反社会的勢力につけいる隙を
与えず、これまで以上に、警戒心を持って、
接触を試みようとする反社会的勢力を見定
め、毅然とした対応を取って頂きたいので
あります。
　当センターでは、今年も「暴力団のいな
い安全で明るく住みよい栃木県」の実現を
めざし、暴力団排除のための各種事業に精
いっぱい取り組んで参りたいと考えており
ます。
　最後になりましたが、今年の干支は、「卯
年」であります。「卯年」を「六

ろくじっ

十干
かん

支
し

」で
表すと、「癸

みずのとう

卯」であります。これまでの努
力が実を結び、勢いよく成長し飛躍するよ
うな年になると考えられています。当セン
ターの日頃の努力が実を結び、勢いよく飛
躍する年になりますことをご祈念申し上げ、
年頭のご挨拶とさせていただきます。 

公益財団法人
栃木県暴力追放県民センター
　　理事長　村　上　芳　弘

新春のごあいさつ
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新年明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、輝かしい新年を
迎えられたこととお慶び申し上げます。
　昨年中は、暴力団排除活動をはじめ、警
察活動の各般にわたり深い御理解と御協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、近年、暴力団は、組織の維持・拡
大を図るべく、社会経済情勢の変化に応じ
た多種多様な資金獲得活動を行い、高齢者
を標的とした特殊詐欺事件や、各種公的給
付制度を悪用した詐欺事件を敢行するなど、
その悪化を顕著にあらわしています。
　県警察では、このような暴力団の資金源
獲得活動を許すことなく、昨年、新型コロ
ナウイルス感染症による国の救済制度を悪
用して現金を騙し取った詐欺事件で、暴力
団組長をはじめとした関係者複数名を検挙
したほか、暴力団幹部による不当な要求行
為に対して、中止命令を発出するなどして
います。
　暴力団の違法・不当な活動を封じ込め、
県民生活の安全と平穏を確保するためには、
警察の取締りのみならず、社会全体が一致
団結して、「社会対暴力団」という構図の下、
暴力団との対決姿勢を堅持していくことが
重要だと考えております。　

  県警察といたしましては、引き続き、暴
力団犯罪を徹底検挙するとともに、公益財
団法人栃木県暴力追放県民センターと緊密
な連携を図りながら、県民の皆様の暴力団
排除活動を全力で支援していく所存であり
ます。
　皆様には、一層の御支援と御協力をお願
い申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただ
きます。

栃木県警察本部
刑事部組織犯罪対策第一課長

林　　　光　孝

御挨拶
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栃木県暴力追放県民センターの活動状況
令和４年中

企業防衛セミナーの開催

日時：令和４年10月28日

場所：栃木県総合文化センター

　栃木県警察本部と当センターが共催
して、企業防衛セミナーを開催しまし
た。セミナーには、賛助会員等約250名
が参加し、暴力団排除活動功労者の表
彰や、栃木県弁護士会民事介入暴力対
策委員会委員長弁護士長壁孝広氏によ
る特別講演（演題：不当要求行為の分析
と対応）を行いました。

企業防衛セミナー開会式の状況

公益財団法人栃木県暴力追放県民センター　
村上芳弘　理事長のあいさつ

栃木県警察本部刑事部　組織犯罪対策第一課
林　光孝　課長のあいさつ

栃木県弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長
長壁孝広弁護士の特別講演

暴力追放功労者表彰　受賞者紹介
警察庁長官・全国暴力追放推進センター会長表彰

●暴力追放功労者表彰
　　◦横山　幸子（よこやま　ゆきこ）氏
　　◦小坂　　誉（こさか　ほまれ）氏
●暴力追放功労団体表彰
　　◦公益社団法人 栃木県産業資源循環協会
 　　（会長　菊池　清二）
　　◦栃木県行政書士会（会長　安野　光宣）

関東管区警察局長・関東管区内暴力追放運動推進センター連絡協議会会長表彰

●暴力追放功労者表彰
　　◦岡部　邦栄（おかべ　くにえい）氏
　　◦伊藤　幹哲（いとう　まさのり）氏
　　◦菊池　安雄（きくち　やすお）氏
●暴力追放功労団体表彰
　　◦栃木県銀行警察連絡協議会（会長　鈴木　栄介）

栃木県警察本部長・栃木県暴力追放県民センター会長表彰

●暴力追放栄誉銅賞
　　◦亀岡　弘敬（かめおか　ひろたか）氏
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栃木県少年指導委員研修

日時：令和４年９月20日

場所：ニューみくら

　栃木県警察本部生活安全部人身安全少年課
と連携して研修会を開催し、当センター専務理
事が、少年指導委員の方に対し「少年を暴力団
から守るために」と題する講話を行いました。

年末年始特別警戒に伴う「年末特別パトロール」

日時：令和４年12月９日 場所：宇都宮市オリオン通り

　栃木県警察本部長・栃木県知事らとともに、年末年始特別警戒に伴う「年末特別パトロール」を実施し
ました。

専務理事の講話 栃木県警察本部刑事部
組織犯罪対策第一課　課長補佐の講話

人身安全少年課長のあいさつ

広報啓発活動の実施

JR宇都宮駅東口地区歓楽街における合同パトロール

日時：令和４年12月16日 場所：JR宇都宮東口地区歓楽街

JR宇都宮駅における横断幕の掲載

日時：令和４年10月18日～

ラッピングバスによる広報

日時：令和４年４月１日～令和５年３月31日 場所：栃木県内のバス路線

場所：JR宇都宮駅西口ペディストリアンデッキ
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賛助会員を募集しています
～多くの方の入会をお待ちしています～

●暴力団等反社会的勢力に関する情報を提供します。
●賛助会員章（プレート）、暴追センター機関紙、暴排ポス

ター、不当要求対応マニュアル等の資料を提供します。
●暴追大会、セミナー等のご案内をいたします。
●税制上の優遇を受けることができます。

センターは公益法人ですので、賛助会費は税法上の寄附金
として優遇措置（控除の対象）を受けることができます。
個人会員の場合は税額控除※の対象となります。
※税額を算出した後、一定の計算式により税額を控除する制度。

●会員には

●賛助会会費 年額
　（口数の制限はありません。）

法人・団体 1口 10,000円
個　　　人 1口 5,000円

●入会のお申込は、
　事務局へご連絡ください。

（公財）栃木県暴力追放県民センターでは、暴力団排除
活動に賛同してご支援、ご協力いただける個人、団体、法
人の入会をお待ちしております。

詳しくは、暴追センターホームページ
賛助会員募集のご案内をご覧ください。

毎月第３水曜日は、弁護士相談の日と
なっています。
ご相談は無料です。秘密は厳守します。
どうぞご利用ください。
なお、相談を希望される方はお手数で
すが、事前にご連絡いただければと存
じます。

弁護士相談の日

「初代横綱　明石志賀之介」
　明石志賀之介（1639年～没年不明）
は、江戸時代初期に宇都宮の生まれと
伝えられ、江戸に出て「明石」の四股名
をもらい、「明石志賀之介」を名乗る。
当時、巨体（身長221㎝・体重225㎏）を
生かして技を磨き、負け知らずの力士
として江戸一番の人気力士となった。
　JR宇都宮駅東口において、令和５年８
月に開業予定の次世代型路面電車

（LRT）の停留所近くに、等身大石像と
してそびえ立つ。
　県内随一の歓楽街にあって、その天
下無双の豪毅な姿は、県民に「暴力団排
除」の勇気を与えている。

撮影　栃木県暴力追放県民センター

あかし し が の すけ


